
松江市民生活支援緊急対策事業補助金給付要綱第４条第２項の考え方

2（1） 2（2）

2（3） 2（4）

上水道未契約世帯

2人世帯

申請による

補助金交付

上水道未契約世帯

3人世帯

申請による

補助金交付

同一敷地内

世帯の合計人数で申請をして、住民登録世帯の合計人数分の

使用水量相当の補助金を交付する。例：2人＋3人＝5人

宍道町以外の区域

下水道未接続世帯

2人世帯

申請による

補助金交付

下水道未接続世帯

3人世帯

申請による

補助金交付

同一敷地内

世帯の合計人数で申請をして、住民世帯登録の合計人数分の

使用水量相当の補助金を交付する。例：2人＋3人＝5人

宍道町区域

上水道契約世帯

2人世帯

請求時に

減免

地下水のみ使用世帯

3人世帯

申請による

補助金交付

同一敷地内

上水契約世帯は水道料金を減免、地下水のみ使用世帯は申請

により住民登録の世帯人数分の使用水量相当の補助金を交付

宍道町以外の区域

下水道接続世帯

2人世帯

請求時に

減免

下水道未接続世帯

3人世帯

申請による

補助金交付

同一敷地内

下水道接続世帯は下水道使用料を減免、下水道未接続世帯は申

請により住民登録の世帯人数分の使用水量相当の補助金を交付

宍道町区域


